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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光活性部分の上面の一部の領域上にある上部回収構造であって、他の領域で露出上面を
残しているものと、
　反対側導電性基材層と、
の間に挟まれた光活性部分を含む、複数の光起電力セルであって、セルの周囲縁部分の少
なくとも一部分は非導電性層部分を含む、複数の光起電力セル、
　複数の導電性要素、
　前記上部回収構造及び光活性部分の露出上面と接触している第一のカプセル化層、及び
、
　前記反対側導電性基材層と接触している第二のカプセル化層、
を含み、
　前記複数の導電性要素の１つの末端は前記上部回収構造及び露出上面と接触しており、
前記複数の導電性要素の反対側末端は隣接する光起電力セルの導電性基材層と接触してお
り、両方の末端はそれぞれのカプセル化層によりセル層への接触を維持している、光起電
力セルアセンブリ。
【請求項２】
　前記上部回収構造は前記露出上面よりも低いシート抵抗の材料の一連の実質的に平行な
ラインを含み、前記一連の実質的に平行なラインは前記複数の導電性要素の方向にほぼ垂
直であり、前記上部回収構造の実質的に平行なラインは導電性要素と接触しており、それ
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により、前記導電性要素は前記上部回収構造と、隣接する光起電力セルの導電性基材層と
の間に電気的ブリッジを形成している、請求項１記載の光起電力セルアセンブリ。
【請求項３】
　前記導電性要素は導電性接着剤及び／又はハンダを使用することなく光起電力セル要素
に接続されている、請求項１又は２記載の光起電力アセンブリ。
【請求項４】
　前記上部回収構造は光捕獲に関係する光活性部分の合計表面積の約５％以下を占める、
請求項１又は２記載の光起電力アセンブリ。
【請求項５】
　前記導電性要素の断面幅は第一のカプセル化層及び第二のカプセル化層の厚さよりも大
きい、請求項１又は２記載の光起電力アセンブリ。
【請求項６】
　前記第一のカプセル化層及び第二のカプセル化層は上部セル表面及び底部セル表面に対
して近位にある第一の層が次の層よりも高い融点の熱可塑性樹脂材料である多層を含む、
請求項１又は２記載の光起電力アセンブリ。
【請求項７】
　前記導電性基材層上の導電性要素のオーバーラップは長さで少なくとも２．０ｍｍであ
る、請求項１又は２記載光起電力セルアセンブリ。
【請求項８】
　前記非導電性層部分はＵＶ線により硬化される液体誘電体を含む、請求項１又は２記載
光起電力セルアセンブリ。
【請求項９】
　第一のカプセル化層及び第二のカプセル化層を提供すること、
　一連の実質的に平行な導電性要素を提供すること、
　光活性層、反対側導電性基材層、及び、透明導電性層と回収構造との両方を含む上部導
電性層を含む、複数の光起電力セルを提供すること、
　トップツーボトム様式で複数の光起電力セルを接続すること、
の工程を含む、光起電力アセンブリの形成方法であって、
　前記回収構造は一連の実質的に平行なラインを含み、セルの周囲縁部分は非導電性層部
分を含み、複数の導電性要素の１つの末端は透明導電性層及び回収構造の両方に接触して
おり、複数の導電性要素の反対側末端は隣接する光起電力セルの導電性基材層に接触して
おり、両末端はそれぞれのカプセル化層によりセル層に接触した状態を維持している、方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本願は米国仮出願第６１／３８３，８６７号（２０１０年９月１７日出願）の出願日の
利益を主張し、その内容の全体を参照により本明細書中に取り込む。
発明の分野
　本発明は、改良された光起電力（ＰＶ）セルアセンブリに関し、より詳細には、ハンダ
又は導電性接着剤を使用することなく複数のセルを相互接続している、改良された光起電
力セルアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　光起電力製品はしばしば多くの電気相互接続された光起電力セルを含む。電気相互接続
を確保することに加えて、これらのセルは取り扱い又は環境による損傷からセルを保護す
るためにしばしばパッケージされる。光起電力セルの電気相互接続の従来のアプローチは
、いわゆる、ストリングアンドタブ法であり、ここで、ソーラセルはスズもしくはハンダ
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被覆フラットワイヤ（バス）リボンを用いて互いに接続されており、ハンダ付け及び／又
は導電性エポキシドなどのその他の接着材料により結合される。ワイヤリボンは、通常、
セルの表面に適用された導電性グリッド上のバスバー位置に結合される。より厚いワイヤ
は硬くなりすぎ、そして薄くて広いワイヤは多くの光の障害になりすぎるので、ワイヤの
断面は限定されうるものと考えられる。正味の結果としては、相互接続抵抗損失及びリボ
ンによりブロックされた活性セル表面積の量が光起電力セルアセンブリ（すなわち、ＰＶ
デバイス）性能の有意な低減の原因となることができる。ストリング形成法は、また、薄
いセルで使用するのが困難であることがある。というのは、得られる一連のセルのストリ
ングは脆く、そしてソーラセルとＰＶリボンとの接触損失を起こすことがあるからである
。さらに、ＰＶデバイスの表面上での大きなバスリボンの外観は顧客にとって美観的に望
ましくないことがある。
【０００３】
　この技術に関連しうる文献の中としては下記の特許文献：米国特許第６，９３６，７６
１号、同第７，０２２，９１０号、同第７，４３２，４３８号、米国出願公開第２００７
／０２５１５７０号、同第２００９／０００２５７８８号及び同第２００９／０２５５５
６５号明細書が挙げられ、それらのすべてを参照により本明細書中にすべての目的で取り
込む。
【発明の概要】
【０００４】
発明の要旨
　本発明は上記のパラグラフ中に記載された少なくとも１つ以上の問題に取り組む、改良
された光起電力セルアセンブリに関する。
【０００５】
　従来技術に対する本発明の１つの可能な利点は、セルストリングを保持するために導電
性接着剤及び/又はハンダを必要としないようにして、本発明の光起電力セルアセンブリ
が組み立てられそして構成されることであると考えられる。セルストリングは導電性ワイ
ヤの適用の間又はその直後にポリマーラミネート中にカプセル化されることが考えられる
。導電性接着剤の排除は望ましいであろう。というのは、導電性接着剤は高価であること
ができ、そしてメインテナンス及びクリーニングのためにかなりの休止時間が要求される
からである。考えられるさらなる利点は熱サイクル及び湿潤熱処理のタイプの環境ストレ
ス下に劣化を起こしやすいことがある接着剤もしくはハンダ付け接続部よりも熱サイクル
及び湿潤熱処理に対する耐性を改良しうることである。本明細書中に記載される光起電力
セルアセンブリは、また、光がセルに入るのを妨害する大きなバスリボンを有しない。バ
スリボンが存在しないことで、ＰＶデバイスはストリングアンドタブアプローチを用いて
調製された従来の製品と比較して、美観的により魅力があるものとなることもできる。さ
らに、このアプローチを使用すると、ストリングアンドタブアプローチを用いて調製され
る光起電力セルアセンブリに一般的に適用される大きな銀バスバーを排除することにより
、グリッド適用における銀導電性インクの量を低減することができる。このアプローチの
さらなる意外な利点は本発明を用いて組み立てられたソーラセルストリング（例えば、複
数のセル、例えば、５セルアセンブリ／ストリング）はその製造に使用される個々のセル
と比較して、より高い効率及び電流発生量を示し、また、より低い直列抵抗を示すことが
できることである。その理由は導電性要素の付加が導電性要素を有しない個々のセルと比
較して抵抗を低くするからである。対照的に、本明細書中で後に議論する実験例から判る
とおり、フラットワイヤリボン及び導電性エポキシにより接続された５セルストリングは
逆の傾向を示し、個々の部品セルと比較して、より低い効率及び電流ならびにより高い直
列抵抗であった。
【０００６】
　したがって、本発明の１つの態様により、少なくとも、光活性部分の上面の一部の領域
上にある上部導電性構造であって、他の領域で露出上面を残しているものと、反対側導電
性基材層との間に挟まれた光活性部分を少なくとも含む複数の光起電力セルであって、セ
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ルの周囲縁部分の少なくとも一部分は非導電性層部分を含む、複数の光起電力セル、複数
の導電性要素、上部導電性構造及び光活性部分の露出上面と接触している第一のカプセル
化層、及び、反対側導電性基材層と接触している第二のカプセル化層を含み、複数の導電
性要素の１つの末端は上部導電性構造及び露出上面と接触しており、複数の導電性要素の
反対側末端は隣接する光起電力セルの導電性基材層と接触しており、両方の末端はそれぞ
れのカプセル化層によりセル層への接触を維持している、光起電力セルアセンブリが考え
られる。
【０００７】
　本発明は本明細書中に記載される特徴の１つ又は任意の組み合わせをさらに特徴とする
ことができる。例えば、回収構造は露出上面よりも低いシート抵抗の材料の一連の実質的
に平行なラインを含み、一連の実質的に平行なラインは複数の導電性要素の方向にほぼ垂
直であり、導電性要素の数及び導電性要素の横断幅を、導電性要素の線抵抗及び導電性要
素の遮蔽による合計出力損失が下記式
合計出力損失＝［遮蔽による出力損失］＋［抵抗線損失による出力損失］
＝［｛ρ（Ｉ／ｎ）（ｌ）｝／（Ｖ）（Ａ）｝］＋［ｎ（ｌ’）（ｄ）］
（上式中、ρは導電性要素の抵抗率であり、ＩはＰＶデバイスにより発生される電流であ
り、ｎは導電性要素の数であり、ｌは導電性要素の長さであり、ＶはＰＶデバイスにより
発生される電圧であり、Ａは導電性要素の断面積であり、ｌ’はＰＶセルの上面を覆って
いる導電性要素の長さであり、そしてｄは導電性要素の直径である）によって６％未満と
なるように選択し、回収構造及び複数の導電性要素の合計表面積がＰＶセルの合計表面積
の４％未満であり、遮蔽により寄与された出力損失は遮蔽及び抵抗損失により生じる合計
出力損失の３０～７０％であり、導電性要素の断面幅は第一のカプセル化層及び第二のカ
プセル化層の厚さよりも大きく、導電性要素の断面幅は０．５ｍｍ未満でかつ０．１ｍｍ
を超え、導電性要素はアセンブリの両末端で端子バーに接続されており、導電性要素はハ
ンダ付け又は溶接により端子バーに接続されており、導電性要素はレーザ溶接により端子
バーに接続しており、第一のカプセル化層及び第二のカプセル化層は上部セル表面及び底
部セル表面に対して近位にある第一の層が次の層よりも高い融点の熱可塑性樹脂材料であ
る多層を含み、上面は透明導電性酸化物を含み、光起電力セルアセンブリは少なくとも５
つの起電力セル及び少なくとも３つの導電性要素を含み、光起電力セルアセンブリは少な
くとも１０個の導電性要素を含み、導電性基材層上の導電性要素のオーバーラップは長さ
で少なくとも２．０ｍｍであり、非導電性層部分はＵＶ線により硬化される液体誘電体を
含み、第一のカプセル化層、第二のカプセル化層又はその両方は少なくとも第一の層及び
第二の層を含み、第一の層は第二の層よりも高い融解温度（Ｔｍ）を有し、融解温度（Ｔ
ｍ）の差異は少なくとも１０℃である。
【０００８】
　したがって、本発明の別の態様によると、下記工程：第一のカプセル化層及び第二のカ
プセル化層を提供すること、一連の実質的に平行な導電性要素を提供すること、光活性層
、反対側導電性基材層、及び、透明導電性層と回収構造との両方を含む上部導電性層を含
む、複数の光起電力セルを提供すること、トップツーボトム様式で複数の光起電力セルを
接続することを少なくとも含む、光起電力セルアセンブリの形成方法であって、上記回収
構造は一連の実質的に平行なラインを含み、セルの周囲縁部分は非導電性層部分を含み、
複数の導電性要素の１つの末端は透明導電性層及び回収構造の両方に接触しており、複数
の導電性要素の反対側の末端は隣接する光起電力セルの導電性基材層に接触しており、両
末端はそれぞれのカプセル化層によりセル層に接触した状態を維持している、方法が考え
られる。
【０００９】
　上記に参照された態様及び実施例は、本明細書中に示されそして記載されるとおりに他
のものが本発明の範囲に入るので、非限定的であるものと評価されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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図面の説明
【図１】図１は本発明の１つの例示的実施例の上面斜視図である。
【００１１】
【図２】図２は図１に示す例の側面図である。
【００１２】
【図３】図３は図１に示す例の分解側面図である。
【００１３】
【図４】図４は図１に示す例のより詳細な側面図である。
【００１４】
【図５】図４は単一のセルの上面斜視図である。
【００１５】
【図５Ａ－Ａ】図５Ａ－Ａは図５のセルの詳細な断面図であり、例示の層を示している。
【００１６】
【図６】図６は４－セル光起電力セルアセンブリを含むＰＶデバイスの上面斜視図である
。
【００１７】
【図７】図７は例１による上面斜視図である。
【００１８】
【図８】図８は例２による上面斜視図である。
【００１９】
【図９】図９は例３及び４による上面斜視図である。
【００２０】
【図１０】図１０は例５による上面斜視図である。
【００２１】
【図１１】図１１は例５に関係するセルアセンブリの直列抵抗及び正規化効率に対するワ
イヤ抵抗率の効果のグラフ例である。
【００２２】
【図１２】図１２はどのように出力損失（正規化効率）が導電性要素の最適化により実験
的に最少化されうるかの例を示すグラフ例である。
【００２３】
【図１３】図１３は例１に関係する表である。
【００２４】
【図１４】図１４は例３に関係する表である。
【００２５】
【図１５】図１５は例４に関係する表である。
【００２６】
【図１６】図１６は例６及び７に関係する表である。
【００２７】
【図１７Ａ－Ｃ】図１７Ａ－Ｃは個々のセル及び相互接続されたアセンブリのＩ－Ｖ例示
特性データを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
好ましい実施形態の詳細な説明
　本発明は、図１～５Ａ－Ａ及び７～１０に例示されているとおりの改良された光起電力
セルアセンブリ１０に関し、太陽放射（例えば、太陽光）を受けたときに電気エネルギー
を提供するように機能する幾つかの部品のアセンブリとして一般に記載されうる。１つの
例において、改良された光起電力セルアセンブリ１０は、図６に示すようなソーラシング
ル（屋根板）１００などの、より大きな光起電力デバイス中に取り込まれることができる
。
【００２９】
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　本開示の特に興味深く、主な焦点となっているのは、少なくとも複数の光起電力セル２
０、第一のカプセル化層及び第二のカプセル化層４０、５０、及び、光起電力セル２０を
電気接続している導電性要素６０（好ましくは、複数の導電性要素６０）を含む、改良さ
れた光起電力セルアセンブリ１０である。
【００３０】
　一般に、複数の光起電力セルは複数の隣接する層から構成することができる。これらの
層は（例えば、下から上に向かって）少なくとも：導電性基材層２２、光活性層２４及び
上部電気回収構造２８を含むものとさらに定めることができる。セルの周囲縁の一部分に
少なくとも沿って、非導電性層部分３０が、例えば、図４に示すとおりに含まれることも
好ましい。
【００３１】
　さらに、アセンブリ１０は、導電性要素６０の１つの末端６２が回収構造２８及び光活
性層２４の上面２６の両方に接触しており、導電性要素６０の反対側の末端６４が隣接す
る光起電力セル２０の導電性基材層２２に接触しているように構成される。好ましくは、
両末端６２、６４はそれぞれのカプセル化層によりセル層に接触している状態が維持され
る。
【００３２】
　部品及び部品アセンブリの関係（例えば、少なくとも１つの幾何学的特性及び材料特性
）は上記の背景のセクションで議論した問題の１つ以上を解決するのに驚くほど重要であ
るものと考えられる。部品及び部品アセンブリの各々及びそれらの関係を以下のパラグラ
フでより詳細かつ明確に開示する。
【００３３】
　本発明において考えられる光起電力セル２０は任意の数の既知の市販の光起電力セルか
ら作られてよく、又は、幾つかの将来的に開発される光起電力セルから選ばれてもよい。
【００３４】
導電性基材層２２
　導電性基材層２２はそれが光活性部分により生成された電気エネルギーを伝導する点で
、上部導電性層２４と同様に機能する。導電性基材層２２は剛性であっても又は可とう性
であってもよいが、望ましくは可とう性であり、特に、得られる光起電力デバイスが非平
面表面との組み合わせで使用されうる実施形態で可とう性である。導電性基材層は単一の
一体の層であることができ、又は、１層以上の層から形成されることができ、その層は金
属、合金、金属間化合物組成及び／又はこれらの組み合わせを含む、広範な材料から形成
される。可とう性基材層が望まれる用途では、層２２は、通常、金属ホイルである。例と
しては、Ｃｕ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ又はステンレススチールを含む金属ホイルが挙げられる
。通常、この導電性基材層はステンレススチールから形成され、光活性部分２４は基材層
の上に形成されるが、他の構成も考えられ、本明細書に示されるセル相互接続の概念に必
ずしも影響を及ぼさない。例示の実施形態において、ステンレススチールは好ましい。
【００３５】
　導電性基材層２２は１つ以上のＣｕ、Ｍｏ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎ
ｂ、Ｗ及び／又はこれらの組み合わせを含む、広範な導電性材料で片面又は両面が被覆さ
れてよい。Ｍｏを含む導電性組成物は例示の実施形態で使用されうる。光活性層に近位に
ある導電性基材層上に形成されている裏面接触層１２２は支持体から光活性層２４を隔離
するのを援助し、支持体構成成分が光活性層に移行するのを最少限にする。例えば、裏面
接触層２２はステンレススチール支持体のＦｅ及びＮｉ成分の光活性層２４への移行をブ
ロックするのを援助することができる。導電性基材層２２の片面又は両面上に形成される
導電性金属層は、また、光活性領域２４の形成の間にＳ又はＳｅを使用するならばそれら
から保護するなど、光活性層２４の形成の間に生じうる劣化に対して基材層を保護するこ
とができる。
【００３６】
光活性部分２４
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　光起電力セル２０の光活性層又は部分２４は光エネルギーを電気エネルギーに変換する
材料を含む。その機能を提供することが知られている任意の材料は使用でき、その材料と
しては結晶性シリコン、非晶性シリコン、ＣｄＴｅ、ＧａＡｓ、色素増感ソーラセル（い
わゆるグラッチェルセル）、有機／ポリマーソーラセル、又は、光電効果により太陽光を
電気に変換する任意のその他の材料が挙げられる。しかしながら、光活性セルは好ましく
はＩＢ－ＩＩＩＡ－カルコゲニド系セル、例えば、ＩＢ－ＩＩＩＡ－セレン化物、ＩＢ－
ＩＩＩＡ－硫化物又はＩＢ－ＩＩＩＡ－セレン化物硫化物（すなわち、吸収層はＩＢ－Ｉ
ＩＩＡ－カルコゲニド、好ましくは銅カルコゲニドである）である。より特定的な例とし
ては、銅インジウムセレニド、銅インジウムガリウムセレニド、銅ガリウムセレニド、銅
インジウムスルフィド、銅インジウムガリウムスルフィド、銅ガリウムセレニド、銅イン
ジウムスルフィドセレニド、銅ガリウムスルフィドセレニド及び銅インジウムガリウムス
ルフィドセレニド（そのすべてが本明細書中でCIGS呼ばれる）が挙げられる。これらはま
た、式ＣｕＩｎ（１－ｘ）ＧａｘＳｅ（２－ｙ）Ｓｙ（式中、ｘは０～１であり、ｙは０
～２である）により表すことができる。銅インジウムセレニド及び銅インジウムガリウム
セレニドは好ましい。部分２４は吸収層に加えて、複数の層を含むことができ、例えばＣ
ＩＧＳ系セルにおいて有用であることが当該技術分野で知られている、１つ以上のエミッ
タ（バッファ）層、導電性層（例えば、透明導電性層）などがここで考えられる。これら
のセルは可とう性又は剛性であってよく、形状及びサイズがさまざまであることができる
が、一般的に壊れやすく、環境劣化を受けやすい。好ましい実施形態では、光起電力セル
２０は実質的な亀裂及び／又は有意な機能損失なしに曲げることができるセルである。例
示の光起電力セルはＵＳ３７６７４７１、ＵＳ４４６５５７５、ＵＳ２００５００１１５
５０Ａ１、ＥＰ８４１７０６Ａ２、ＵＳ２００７０２５６７３４ａ１、ＥＰ１０３２０５
１Ａ２、ＪＰ２２１６８７４、ＪＰ２１４３４６８及びＪＰ１０１８９９２４ａを含む多
くの米国特許及び刊行物中に教示されそして記載されており、それらの文献をすべての目
的のために参照により本明細書に取り込む。
【００３７】
　例示の実施形態では、光活性層２４は、さらに、任意の数の層から構成されてもよく、
例えば、裏面接触層１２２（通常、Ｍｏ）、吸収層１２４（通常、ＣｕＩｎＧａＳｅ（Ｓ
））、バッファ層１２６（通常、ＣｄＳ）、ウィンドー層１２８（通常、ＺｎＯ）及び透
明導電性層１３０（通常、インジウムスズオキシド（ＩＴＯ）又はアルミニウム酸化亜鉛
（ＡＺＯ））である。この構成のセル２０は、通常、「ＣＩＧＳソーラセル」として知ら
れているものと考えられる。図５Ａ－Ａを参照されたい。
【００３８】
　光起電力セル２０は他の既知のソーラセル技術から形成され得るものと考えられる。こ
れらの例としては、非晶性シリコン又はテルル化カドミウム系ソーラセルデバイスが挙げ
られる。さらに、上記のような光起電力セル２０内の部品は代替材料で置き換えることが
できる。たとえば、バッファ層１２６は、Ｃｄ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｓｎ及びそれらの組み合わ
せの硫化物、セレン化物又は酸化物であることができる、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｉｎ、Ｓｎなどの
抵抗性透明酸化物を含む、任意要素であるウィンドー層は、バッファ領域１２６及び透明
導電性層１３０との間に含まれることができる。好ましくは、ウィンドー層は真性酸化亜
鉛である。
【００３９】
　透明導電性層１３０は光活性層２４の上部層として配置されうる。広範な種類の透明導
電性酸化物又はこれらの組み合わせを透明導電性層に組み込むことができる。典型的な実
施形態では、透明導電性層１３０は透明導電性酸化物（ＴＣＯ）であり、代表的な例とし
ては、フッ素ドープ酸化スズ、酸化スズ、酸化インジウム、インジウムスズオキシド（Ｉ
ＴＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、酸化亜鉛、これらの組合せなどが挙げ
られる。１つの例示の実施形態では、透明導電性層はインジウムスズオキシドである。透
明導電性層を、スパッタリング又は他の適切な堆積技術によって便利に形成することがで
きる。
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【００４０】
　ある光起電力セル２０において、明確な透明導電性層１３０が必要とされないことがあ
るものと考えられる。例えば、ＧａＡｓ層が十分な導電性であることができるので、Ｇａ
Ａｓ型セルは、通常、透明導電体を必要としない。本発明のために、回収構造２８の直下
の層はセル２０の上面２６と考えられるべきである。
【００４１】
　これらの置換は当業者に知られており、本明細書で示されるセルの相互接続の概念に影
響を与えない。
【００４２】
上部回収構造２８
　上部回収構造２８は光活性部分２２によって生成される電気エネルギーを収集し、導電
性パスにそれを集中するように機能する。回収構造２８は光活性層２４の上（例えば、上
面２６上）に堆積させ、それにより、この層（例えば、ＴＣＯ層１３０）のシート抵抗を
低減することができる。回収構造２８は、通常、光学的に不透明な材料を含み、また、実
質的に平行な一連の導電体トレースとして適用されてもよく（他の構成が考えられ、必ず
しもここに示されるセルの相互接続の概念に影響を及ぼさない）、トレース間の間隔は、
グリッドが表面上で比較的小さな面積を占めるようにする。例えば、ある実施形態では、
回収構造は、光活性材料を入射光に暴露させうるための光捕獲に関係する全表面積の約５
％以下、さらには約２％以下、又は、さらには約１％以下を占める。回収構造２８は、好
ましくは、例えば、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔａ及び／又はそれらの組み
合わせなどの導電性金属を含む。１つの例示の実施形態では、グリッドは、ニッケル及び
銀を含む二層構造を有している。回収構造はスクリーン印刷、インクジェット印刷、電気
メッキ及び蒸着又はスパッタリングなどの物理蒸着技術を使用してシャドウマスクを介し
て行う金属化を含む様々な技術によって形成することができる。
【００４３】
非導電性層部分３０
　非導電性層部分３０はソーラセルの縁から導電性要素６０を電気的に隔離するための絶
縁体又は誘電体として機能する。非導電性層部分の存在は導電性要素６０との接触により
生じうるソーラセルの縁での電気的な短絡の発生を低減するものと考えられる。さらに、
非導電性層部分３０はカプセル化層の適用の前に、セルアセンブリの製造の間に複数の導
電性要素６０を適切に固定するための接着剤として機能することができる。絶縁体はソー
ラセルアセンブリ中の各々個々のソーラセルの前縁又は後縁の一方又は両方でソーラセル
又は導電性要素６０に適用されることができる。絶縁体は、導電性要素がソーラセルの縁
を横切っている箇所で、デバイスの縁に沿って明確な領域として形成されることができ、
又は、セル２０の縁の全体の長さ又は実質的な部分に沿って単層として適用されることが
でき、それにより、セルと導電性要素６０との間の明確な層を含むことができる。絶縁体
は、液体として堆積され、そして硬化又は架橋して固体材料を形成することができる合成
ポリマーのタイプであってよい。硬化又は架橋は、例えば、熱又は紫外線（ＵＶ）エネル
ギーの適用を介して達成することができる。ＵＶ硬化性組成物については、硬化プロセス
を短時間で行うことができることが望ましく、例えば、１０秒未満、より具体的には約３
秒未満であることができる。多くの光硬化性ポリマーは、少なくとも３００ｍＪ／ｃｍ２

のエネルギーを必要とし、より通常には、２００～４００ｎｍの範囲で約５００～１２０
０ｍＪ／ｃｍ２のＵＶエネルギーを必要とする。例示の実施形態としては、アクリレート
及びエポキシ樹脂系組成物が挙げられる。あるいは、非導電性層部分３０はテープの形態
などの固体材料として適用することができる。適切な代替品としては、エチレンテトラフ
ルオロエチレン（ＥＴＦＥ）などのフルオロカーボンポリマー、ソーラセル又は相互接続
材料上に被覆されうる硬化性絶縁ポリマー、ソーラセル又は相互接続材料に適用すること
ができる無機誘電性材料が挙げられる。また、ポリエチレンフィルムなどのカプセル化層
４０、５０として使用される材料を置き換えることができると考えられる。好ましい実施
形態では、非導電性層部分３０は、紫外線により硬化される液体誘電性エポキシ組成物で
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ある。１つの例示の実施形態では、部分３０はポリイミドテープである。１つのそのよう
な市販のテープはDupont（登録商標)によって提供されるKapton（登録商標）テープであ
る。一般に、非導電性層部分３０は約２より大きい誘電率を示すことができ、さらには約
４よりも大きくなることができる。例示の電気絶縁材料は、約４．８より大きい誘電率を
有し、体積抵抗率は約３×１０１４Ω-cmよりも大きい。
【００４４】
導電性要素６０
　導電性要素６０は光起電力セル２０どうしの間の電気的なブリッジとして機能する。電
気的ブリッジは、１つのセルの上部（例えば、回収構造２８及び／又は上面２６）と隣接
するセルの導電性基材層２６との間に形成されていることが本発明において考えられる。
これらの要素は比較的に低い電気抵抗（好ましくは１．０Ω／ｍ未満、より好ましくは約
０．３３Ω／ｍ未満、最も好ましく０．１５Ω／ｍ未満）を有することが望ましい。図１
１はワイヤ抵抗率がセルアセンブリの直列抵抗及び正規化効率に与える効果の例を示す。
それは従来の金属ワイヤ（中実又はメッキ）、導電性ホイル、被覆ポリマーストランドの
形態、又は、上記のブリッジ機能を発揮する任意の同様の構造であることができる。例示
の導電性要素としてはＡｇ、Ｓｎ又はＮｉメッキされた銅ワイヤが挙げられる。要素６０
は比較的に低い融点（例えば、セルアセンブリの所望の加工温度よりも低い融点、通常、
約２００℃よりも低い融点）を有する合金、ハンダ又は導電性接着剤成分を含まない。
【００４５】
　個々のセル当たりに使用される導電性要素６０の数は２（例えば、上部及び底部に１つ
）から数ダースで変更可能であるものと考えられる。導電性要素６０の数及び相対間隔は
多くの要因に基づいて変化することができ、その要因は、例えば、要素のタイプ及び抵抗
率、セル２０のサイズ、回収構造２８中のラインのタイプ、抵抗率及び間隔、上面２６の
シート抵抗、回収構造２８の個々の要素の間隔、及び、すべての関係する界面（例えば、
回収構造／上面、回収構造／導電性要素、上面／導電性要素）の接触抵抗である。これら
の値を各々測定して、総計の出力損失を最少化しそして導電性要素及び回収構造による遮
蔽に関連する出力損失への寄与と関係する界面からの抵抗損失に対する寄与とをバランス
させるための好ましい構成を決定するために使用する。好ましい実施形態において、セル
２０の表面１００ｃｍ２当たり４つの導電性要素６０があり、これらは概ね均一に間隔を
開けて離れている（例えば、間隔値は互いに約５～２５％の範囲内）。図１２は出力損失
（正規化効率）がどのようにして導電性要素の数を最適化することによって実験的に最少
化されうるかの例を示している。
【００４６】
　抵抗の目標（例えば、約１．０Ω未満、より好ましくは約２．０Ω未満）を満たすため
に、要素６０と導電性基材層２２との間に十分な接触がなされているべきであると考えら
れる。導電性基材層２２に対する要素６０のオーバーラップ「ＣＡ」（図４を参照された
い）は約２．０ｍｍからセルの全幅（Ｗ）までの範囲とすることができるものと考えられ
る。好ましい実施形態において、オーバーラップ「ＣＡ」は約２．０ｍｍ～１００．０ｍ
ｍの範囲であり、より好ましくは約５．０ｍｍ～８０．０ｍｍであり、最も好ましくは約
２０．０ｍｍ～５０．０ｍｍである。
【００４７】
　導電性要素の数及び導電性要素の横断幅は、導電性要素の線抵抗及び導電性要素の遮蔽
による合計出力損失が下記式
合計出力損失＝［遮蔽による出力損失］＋［抵抗線損失による出力損失］
＝［｛ρ（Ｉ／ｎ）（ｌ）／（Ｖ）（Ａ）｝］＋［ｎ（ｌ’）（ｄ）］
【００４８】
（上式中、ρは導電性要素の抵抗率であり、ＩはＰＶデバイスにより発生される電流であ
り、ｎは導電性要素の数であり、ｌは導電性要素の長さであり、ＶはＰＶデバイスにより
発生される電圧であり、Ａは導電性要素の断面積であり、ｌ’はＰＶセルの上面を覆って
いる導電性要素の長さであり、そしてｄは導電性要素の直径である）によって３％未満～
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６％となるように選択されうるものと考えられる。
【００４９】
　好ましい実施形態において、導電性要素の断面幅は約０．１ｍｍ～２．０ｍｍの範囲に
あることができ、より好ましくは約０．２ｍｍ～１．０ｍｍ、最も好ましくは約０．３ｍ
ｍ～０．５ｍｍである。好ましい実施形態において、遮蔽により寄与される出力損失は遮
蔽損失及び抵抗損失により生じる合計出力損失の約２５～７５％であることができ、より
好ましくは約３０～７０％である。
【００５０】
第一のカプセル化層４０
　第一のカプセル化層４０が幾つかの機能を発揮することができるものと考えられる。例
えば、層４０は接合メカニズムとしての役割を果たすことができ、隣接する層（例えば、
セル２０、複数の導電性要素６０及び／又は第二のカプセル化層５０）を一緒に保持する
のを助ける。また、所望の量及びタイプの光エネルギーが透過して、光起電力セル２０（
例えば、光活性部分２４）に到達できるようにすべきである。第一カプセル化層４０は、
また、隣接する層の形状の不規則性を補償するように機能するか、又は、それらの層を変
化（例えば、厚さの変化）させることができる。また、それは環境要因（例えば、温度変
化、湿度など）ならびに物理的な運動及び曲げに起因する層間のたわみ及び運動を可能に
する役割を果たすこともできる。好ましくは、層４０は複数の導電性要素６０を上面２６
及び回収構造２８と電気接続させておくように構成される。好ましい実施形態では、第一
のカプセル化層４０は接着フィルム又はメッシュから本質的になることができるが、好ま
しくは、熱可塑性樹脂材料、例えば、ＥＶＡ（エチレンビニルアセテート）、熱可塑性ポ
リオレフィン又は類似の材料である。層４０は単層で構成されても、又は、複数層（第一
、第二、第三、第四、第五層など）で構成されていてもよいものと考えられる。層４０が
複数の層を含む場合には、セルの上面の近位に形成される第一の層（例えば、上面２６、
上部電気回収構造２８及び導電性要素６０と接触している）は第一の層の近位に形成され
る第二の層よりも高い融解温度（Ｔｍ）を有することが考えられる。この構成では、熱処
理の間に第一の層が完全に融解しないが、第一の層がセルの上部に付着するのに十分な温
度に到達するように加工温度を選択することができるという利点を提供するものと考えら
れる。この構成は熱処理の間に導電性要素と上部導電性層との間にカプセル化材料が流れ
落ちることによる上部導電性層と導電性要素の接触の損失を防止する。この層４０の好ま
しい厚さは約０．１ｍｍ～１．０ｍｍ、より好ましくは約０．２ｍｍ～０．８ｍｍ、そし
て最も好ましくは約０．２５ｍｍ～０．５ｍｍの範囲であることができる。多層構成では
、層４０は融解温度（Ｔｍ）の差異が少なくとも１０℃である異なる層を含むべきである
と考えられる。加工温度は第一の層のＴｍよりも約５℃以上低く、第二の層のＴｍよりも
少なくとも５℃高いように選択されるべきである。例として、１つのこのような組み合わ
せは、融解温度１０５～１３０℃の範囲であるポリオレフィン熱可塑性樹脂材料を含む第
一の層、及び、公称融解温度が５０℃～１００℃であるＥＶＡコポリマータイプを含む第
二の層であることができる。
【００５１】
　接触しているすべての表面に対するカプセル化層の吸着による「良好な」接着がカプセ
ル化アセンブリの一体性を維持するために重要であるものと考えられる。一般的な指針と
して、ガラスへの吸着について測定される接着力は約２０Ｎ／１５ｍｍを超え、より好ま
しくは約３０Ｎ／１５ｍｍを超え、さらにより好ましくは約４０Ｎ／１５ｍｍを超えるべ
きである。接着強度はＡＳＴＭ　Ｄ９０３－９８に記載されているとおりの標準１８０度
の引張試験を用いて決定することができる。
【００５２】
第二のカプセル化層５０
　カプセル化層の別の例において、第二のカプセル化層５０は、一般に、光起電力セル２
０の下方に接続して配置されているが、ある場合には、第一のカプセル化層４０に直接的
に接触しうる。第二のカプセル化層５０は第一のカプセル化層と同様の機能を発揮するこ
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とができるが、必ずしも電磁線又は光エネルギーを透過させる必要はないものと考えられ
る。好ましくは、第二のカプセル化層５０は複数の導電性要素６０を導電性基材層２２と
電気接触させておくように構成される。層５０が複数の層を含む場合には、セルの底面の
近位に形成される第一の層（例えば、導電性基材層２２及び導電性要素６０と接触してい
る）は第一の層の近位に形成される第二の層よりも高い融解温度（Ｔｍ）を有することが
考えられる。この構成では、熱処理の間に第一の層が完全に融解しないが、第一の層がセ
ルの底部に付着するのに十分な温度に到達するように加工温度を選択することができると
いう利点を提供するものと考えられる。この構成は熱処理の間に導電性要素と上部導電性
層との間にカプセル化材料が流れ落ちることによる導電性基材層２２と導電性要素の接触
の損失を防止する。
【実施例】
【００５３】
　以下のパラグラフで、本発明の５つの実施例及び１つの比較例を示す。以下の実施例は
本発明を例示するが、その範囲を限定しないことが意図される。
【００５４】
実施例一般
　これらの実施例の目的で、ステンレススチール基材（例えば、導電性基材層２２）上の
ＣＩＧＳ型ソーラセル（５０ｍｍ×２１０ｍｍ）をGlobal Solar Inc.から入手する。セ
ルをより小さいセル５０ｍｍ（「Ｌ」）×２５ｍｍ（「Ｗ」）に切断する。Ｎｉ／Ａｇグ
リッド（例えば、回収構造２８）をセルの上面２６に、透明導電性層（ＩＴＯ）上に適用
する。この場合に、３０本のラインはより長いセル寸法を横切って延在している。セル２
０をセルの縁付近でＭｏ層（１２２）まで罫書く（例えば、外側縁から内側に向けて約１
．０～２．０ｍｍ）。このような罫書きの使用はセル２０を切断することにより生じる損
傷の理由から産業界で一般的であるものと信じられる。
【００５５】
　符号及び略記は本明細書中で以下のとおりに定義される。
Ｖｏｃ＝電圧－開回路
Ｉｓｃ＝電流－短絡
ＦＦ＝曲線因子
Ｅｆｆ＝効率
Ｒｓ＝直列抵抗
Ｒｓｈ＝シャント（並列）抵抗
Ｒｐ＝Ｒｓｈ

Ｐｍａｘ＝出力（ワット）
Ｊｓｃ＝電流－単位面積当たりの短絡（ｍＡ／ｃｍ２）
【００５６】
例１
　図７に示すグリッドを有する２つのセルを４つの縁でポリイミド（kapton（登録商標）
）テープにより処理し（例えば、非導電性層部分３０）、それにより、縁の周囲を覆い、
そしてセルの上部で罫書きセクションを被覆した。３本のＡｇ被覆ワイヤ（３０ＡＷＧ；
例えば、導電性要素６０）をセルＡの表面に適用し、セルＢの底面に延在させ、ここで、
末端をkaptonテープを用いてステンレススチール基材に局所的に結合させた（カプセル化
材４０、５０の適用の前）。同様にして、３本の３０ＡＷＧのＳｎ－被覆ワイヤをセルＡ
の表面に適用し、そしてセル縁を超えて延在させた。ワイヤは、銀グリッドのフィンガー
の方向と垂直の方向で適用した。セルの表面にワイヤを結合するために結合用材料を使用
しなかった（しかしながら、テープの小片はラミネーションプロセスが起こることができ
るまで要素６０を適切に固定するために使用された）。その後、セルＡの底部ステンレス
スチール基材及びセルＢを超えて延びているワイヤがクリップによる電気接続に利用可能
なようにして、上面及び底面で４００μｍの厚さのＤＮＰ　ＰＶ－ＦＳ　Ｚ６８ポリエチ
レンシート（例えば、カプセル化剤４０、５０－図示せず）の間で２つのセルアセンブリ
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をカプセル化した。ＤＮＰ／ソーラセル／ＤＮＰアセンブリを、その後、１５０℃でラミ
ネートした。セルＡ及びセルＢの電流／電圧（Ｉ－Ｖ）特性データを個々に、また、相互
接続されたアセンブリで図１３に示す。
【００５７】
例２
　本例において、グリッドを含むセル２０をさらに２つ調製し、例１の２つのセルに、図
８に示すようにして追加した。それらのセルをセルＣ及びＤと呼ぶことにする。これらの
セルＣ及びＤを互いに接続したものに関するデータを図１３に要約する。セルアセンブリ
Ａ＋Ｂ及びＣ＋Ｄを、その後、同一の方法を用いて互いに接続し、４セルストリングを製
造した。
【００５８】
　個々のセルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤならびに相互接続されたアセンブリに関するデータの要約
を図１３に示す。
【００５９】
例３
　本例において、グリッドを含む５つのセル２０を上記例と同様にして調製した。本例に
おいて、図９に示すように、１０本のＡｇメッキＣｕワイヤ（３０ＡＷＧ；例えば、導電
性要素６０）を用いてトップツーボトム様式でセル２０を組み立てる。ここでも、セルの
表面にワイヤを結合するために結合用材料を使用しなかった。ワイヤが末端セルの縁を超
えて延びているようにして、上面及び底面でＤＮＰ　ＰＶ－ＦＳ　Ｚ６８ポリエチレンシ
ート片（カプセル化材４０、５０）の間でセル／要素６０アセンブリをカプセル化する。
その後、ワイヤ６０をＳｎ／Ｐｂハンダを用いたハンダ付けによりＳｎ－被覆Ｃｕバスバ
ー（「ＢＢ」）に結合する。ＤＮＰ／ソーラセル／ＤＮＰアセンブリを、その後、１１０
℃でラミネートする。電流／電圧（Ｉ－Ｖ）特性データを個々のセル及び相互接続された
アセンブリについて図１４に示す。
【００６０】
例４
　本例において、グリッドを含む５つのセル２０を例３と同様に調製する。図９に示すよ
うに、トップツーボトム様式でセル２０を組み立てるが、３０ＡＷＧのＡｇメッキＣｕワ
イヤを２８ＡＷＧのＳｎ－被覆Ｃｕワイヤ（要素６０）で置き換える。電流／電圧（Ｉ－
Ｖ）特性データを個々のセル及び相互接続されたアセンブリについて図１５に示す。
【００６１】
例５
　例３及び４と同様に、５セルアセンブリを３つ調製する。本例において、図１１に示す
ように、グリッド設計はより大きなセル寸法を横切って広がる１４本のラインを有し、ト
ップツーボトム様式で、８本のＳｎ－メッキＣｕワイヤ、２８ＡＷＧを用いて組み立てる
。Ｉ－Ｖ特性データを個々のセル及び相互接続されたアセンブリについて図１７Ａ－Ｃに
示す。
【００６２】
例６（比較例）
　導電性エポキシを用いた従来のストリングアンドタブアプローチを用いて相互接続され
た５セルグローバルソーラアセンブリをＩ－Ｖ測定により特性化する。その後、セル間の
リボンを切断することによりストリングを５つのセルに切断し、各セルについてＩ－Ｖ測
定を行う。図１６に要約するデータはストリングの性能が個々のセルよりも有意に低くな
りうることを示す。それは本明細書に記載される方法により相互接続されたセルに対して
得られるデータとは対照的である。
【００６３】
例７（比較例）
　導電性エポキシを用いた従来のストリングアンドタブアプローチを用いて相互接続され
た幾つかの５セルグローバルソーラアセンブリをＩ－Ｖ測定により特性化した。その後、
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例６で記載したようにセル間のリボンを切断することによりストリングを５つのセルに切
断した。８本の３０ＡＷＧで例３に記載したアプローチを用いて５つのセルをストリング
へと再組み立てし、各セルについてＩ－Ｖ測定を行う。図１６に要約するデータはストリ
ングの性能が個々のセルよりも有意に低くなりうることを示す。それは本明細書に記載さ
れる方法により相互接続されたセルに対して得られるデータとは対照的である。
【００６４】
方法
　光起電力セル２０をアセンブリ１０へと組み立てる方法も発明性があると考えられる。
上記のすべての部品を提供し、アセンブリ１０を製造するために使用される組み立て方法
は少なくとも下記のことを含むものと考えられる。
【００６５】
　第一の工程は各光起電力セルの上面２６に複数の導電性要素６０を適用することを含む
。ソーラセル２０はバッチ又はスタック内に設けられ、手動又は自動でアンローディング
ステーションに提供されることができる。ソーラセル２０は、あるいは、複数のソーラセ
ルを含む連続ロールの形で提供され、単体化と呼ばれる工程で組み立て直前にロールから
分離されうる。単体化されたソーラセル２０は光起電力性能により分類された容器（ビン
）に提供することができる。ビンに提供されたセルは手動でオペレータが個別にロードす
ることができる。又は、より好ましくは、産業用ロボットを用いてビンから個々のセルを
取り上げ、検査領域に配置することができる。その後、視覚システムを用いて、光起電力
セルを高精度でピックアップし、そして適切な向きでフラットトップ真空コンベヤ上に配
置するように産業用ロボットを導くことができる。１つの実施形態では、視覚システムは
、セルの上面の画像を撮るカメラを含み、それはロボットに対してセルの正確な向きに関
する情報を伝え、それにより、ロボットはセルを取り上げ、それを正確に位置決めされた
向きでコンベヤ上に配置する。
【００６６】
　セル２０を、その後、コンベアに沿って移動させ、その間に、非導電性層部分３０を熱
もしくはＵＶ硬化性液体誘電体として又はテープの形態でセルの一方又は両方の縁の付近
に適用することができる。もし非導電性層がテープの形態で適用されるならば、テープは
セルの上面２６と複数の導電性要素６０との両方に接触するように接着面が利用可能とな
るように両面上に接着剤を含むタイプのものが好ましい。
【００６７】
　非導電性層部分３０を有するセルをコンベヤで下流に輸送していくときに、複数の導電
性要素６０を連続形態で上面２６に適用することができる。複数の導電性要素は非導電性
層部分の接着特性を用いて両方の周囲縁でセルの上面に固定されうる。もし非導電性層部
分が両面接着テープであるならば、複数の導電性要素をテープ上で接着剤により適切な位
置に配置することが援助されうる。もし非導電性層部分がＵＶ硬化性液体誘電体であるな
らば、複数の導電性要素は非導電性層部分の中に部分的に埋め込まれてよい。その後、液
体誘電体を硬化して、セルの上面に両方の周囲縁にて導電性要素を固定することができる
。
【００６８】
　上記の方法は、上面２６に接触している複数の導電性要素を含むセルの連続「ストリン
グ」を製造する。セルは十分なギャップにより分離されており、それにより、各セルの後
方周囲縁を超えて所望の長さの導電性要素が延びていることができる。この長さは仕上が
り製品中の導電性基材層２２上の要素６０の所望のオーバーラップ「ＣＡ」により定義さ
れる。その後、複数の導電性要素を各ソーラセルの前縁で切断し、複数の導電性要素が上
面２６に接触しておりそしてソーラセルの後縁を超えて延びている個々のセルを製造する
ことができる。切断方法はニップの使用などの機械操作により行うことができ、又は、レ
ーザを使用して、特定の位置でワイヤを切断するなどして行うことができる。
【００６９】
　セルの「ストリング」を製造すると同時に、バス又は端子バーの同様の「ストリング」
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を同様にして製造することができ、ここで、複数の導電性要素を溶接又はハンダ付けによ
り複数の端子バーに結合させる。好ましい実施形態において、この方法はレーザ溶接によ
り行われる。導電性要素を切断し、複数の導電性要素が結合されそして後縁方向に延びて
いる単一の端子バーを製造する。
【００７０】
　ソーラセルにおいて導電性要素を切断し、そして端子バープロセスを行った後に、導電
性要素が結合されている端子バーをピックアンドプレースメカニズムにより相互接続領域
に輸送することができる。相互接続領域は第二のカプセル化材５０を保持するための留め
具を含むことができる。端子バーは適当な位置に固定されうる。その後、後縁を超えて延
びている導電性要素を有するセルを第二のカプセル化層の上に配置することができ、それ
により、端子バーの後縁を超えて延びている複数の導電性要素は第一のソーラセルの裏側
に接触する。第二のセルを、その後、配置し、それにより、第一のセルの後縁を超えて延
びている複数の導電性要素は第二のセルの裏側に接触する。所望の数のセルが相互接続ア
センブリ中に配置されるまでこのプロセスを繰り返す。その後、導電性要素が結合してい
ない第二の端子バーを第二のカプセル化材の上で適当な位置に配置する。最後のセルの後
縁を超えて延びている導電性要素はハンダ付け又は溶接を用いて第二の端子バーに結合さ
れる。好ましい実施形態において、このプロセスはレーザ溶接により行われる。
【００７１】
　向かい合った端部で端子バーを取り付けられた、相互接続されたアセンブリの完了に続
いて、第一のカプセル化材４０を相互接続されたアセンブリの上部の上に配置することが
できる。第一のカプセル化層、ソーラセル、複数の導電性要素及び端子バーを含む製品を
、例えば、真空ラミネーター中で積層し、このようにしてアセンブリ１０を完成する。
【００７２】
　特に断らない限り、本明細書中に記載した種々の構造の寸法及び幾何形状は本発明を限
定することを意図せず、他の寸法又は幾何形状は可能である。複数の構造部品は単一の統
合された構造により提供されうる。あるいは、単一の統合された構造は別々の複数の部品
に分割されうる。さらに、本発明の特徴は例示された実施形態の1つだけの文脈で説明さ
れている可能性があるが、そのような特徴は、任意の所与の用途で、他の実施形態の１つ
以上の他の特徴と組み合わされてよい。また、本明細書中の独特の構造の製造及びその操
作は本発明による方法を構成することは上記から理解されるであろう。
【００７３】
　本発明の好適な実施形態を開示してきた。しかしながら、当業者は、特定の変更は本発
明の教示の範囲内になるであろうことが判るであろう。それゆえ、以下の特許請求の範囲
は本発明の真の範囲及び内容を決定するために検討されるべきである。
【００７４】
　上記出願で引用した任意の数値は、任意のより低い値と任意のより高い値との間に少な
くとも２単位の隔たりがある場合には、１単位の増分で、より低い値からより高い値まで
のすべての数値を含む。成分の量、又は、温度、圧力及び時間などのプロセス変数の値が
、例えば、１～９０、好ましくは２０～８０、より好ましくは３０～７０であると記載さ
れるならば、１５～８５、２２～６８、４３～５１、３０～３２などの値は本明細書中に
明確に列挙されていることが意図される。１未満である値に関しては、１単位は０．００
０１、０．００１、０．０１又は０．１であると適宜考えられる。これらは特に意図され
たものの例に過ぎず、列挙された下限値及び上限値の間の数値のすべての可能な組み合わ
せは本願中で同様に明確に記載されたものと考えられるべきである。
【００７５】
　特に断りのないかぎり、すべての範囲は両末端及びその末端の間のすべての数値を含む
。範囲の関係で「約」又は「およそ」を使用すると、その範囲の両末端に適用される。こ
のように、「約２０～３０」は少なくとも特定した末端を含んで「約２０～約３０」を網
羅する。
【００７６】
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　特許出願及び公開を含むすべての論文及び文献の開示はすべての目的で参照により本明
細書中に取り込む。
【００７７】
　組み合わせを記載する用語「から本質的になる（consisting essentially of）」は特
定される要素、成分、部品又は工程、及び、組み合わせの基本的かつ新規の特徴に実質的
に影響を及ぼさないような他の要素、成分、部品又は工程を含む。
【００７８】
　要素、成分、部品又は工程の組み合わせを記載する用語「含む（comprising）」又は「
含む（including）」の使用は、要素、成分、部品又は工程から本質的なる実施形態をも
考慮している。
【００７９】
　複数の要素、成分、部品又は工程は単一の統合された要素、成分、部品又は工程により
提供されてよい。あるいは、単一の統合された要素、成分、部品又は工程は別個の複数の
要素、成分、部品又は工程に分割されてよい。要素、成分、部品又は工程を記載するため
の「ａ」又は「ｏｎｅ」は追加の要素、成分、部品又は工程を排除することを意図しない
。特定の族に属する元素又は金属に関するすべての記載はＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．
により出版されそして著作権が与えられている元素の周期律表を参照する。族についての
記載は属の番号付けのためのＩＵＰＡＣシステムを使用してこの元素の周期律表に反映さ
れた族に対してなされる。
要素番号のリスト
光起電力セルアセンブリ１０
光起電力セル２０
導電性基材層２２
光活性層２４
上面２６
回収構造２８
非導電性層部分３０
第一のカプセル化層４０
第二のカプセル化層５０
導電性要素６０
導電性要素６０の１つの末端６２
導電性要素６０の反対側の末端６４
裏面接触層１２２
ＣｕＩｎＧａＳｅ（Ｓ）の吸収層１２４
バッファ層１２６
ウィンドー層１２８
透明導電性層１３０
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